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１ 横芝光町の現状

当町は、平成１８年３月２７日の２町合併以来、新町建設計画を包

含した第１次横芝光町総合計画の下、合併後の新しい町づくりを進

めてきました。平成３０年度からは第１次横芝光町総合計画の理念

を踏襲しつつ、更に発展させた第２次横芝光町総合計画に基づき、急

速な少子高齢化や人口減少、地域経済の維持、産業の振興など様々な

課題への対応と社会情勢の変化に対応した施策や事業を進めていま

す。

また、人口減少の克服、地域経済の維持、活力ある地域産業の発展

など様々な課題への対応を目指し、平成２７年度から令和元年度ま

での横芝光町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく事業展開を進

め、さらに、令和２年度からは第２期横芝光町まち・ひと・しごと総

合戦略として、将来的にわたって「活力ある地域社会」の実現と、「東

京圏への一極集中」の是正を共に目指すため、これまでの総合戦略に

おける基本目標の見直しに加え、新たに、多様な人々の活躍による地

方創生の推進、地域における未来技術の活用や持続可能な開発目標

（SDGs）を原動力とした地方創生を推進するといった横断的な目標
の下、取り組むこととしています。

しかしながら、少子高齢化の進展による人口減少社会の到来に加

え、新型コロナウイルスによる経済への影響により、町税等の自主財

源の減収が見込まれる一方、歳出においては、医療・介護などの社会

保障費や公債費の増加が見込まれることなどから、非常に厳しい財

政運営が続くことが予想されます。

今後は、新型コロナウイルスの影響もあり、住民と連携した、効率

的で持続可能な行政サービスの提供のための業務改善や事務事業の

見直しが急務となっていることから、住民との連携の強化と、業務の

効率化による経費削減、町税をはじめとする財源の安定確保に一層

努め、このコロナ禍を変革の機会ととらえ、行政システムの転換を図

っていかなければなりません。
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２ 行政改革の状況

当町では、平成１８年３月に合併以後これまで、平成１８年度から

平成２２年度までの５年間を計画期間とした行政改革大綱（集中改

革プラン）で、行政センターの廃止、学校給食センターの統合、業務

委託の拡大や指定管理者制度の導入により、職員数を３４人削減す

るなど、行政のスリム化を図りました。

平成２３年度から平成２７年度までの第２期行政改革大綱（集中

改革プラン）では、効率的な行政運営、健全財政の堅持、住民協働の

まちづくりの推進の視点に立ち、ツイッターの開設や電子入札の導

入といった行政の情報化、給食センター調理業務の全面民間委託な

どによる経費の削減、事務事業評価制度の試行導入による行政サー

ビスの質の向上に取り組みました。

平成２８年度から令和２年度までの第３期行政改革大綱において

は、コンビニエンスストアにおける証明書の発行サービスや町情報

発信アプリの開発、公共施設統廃合に向けた計画策定、まち・ひと・

しごと創生会議を活用した住民協働のまちづくりなど、その計画期

間ごとに推進すべき項目を設定し、効率的で効果的な行政運営に努

めてきました。

今後も、将来にわたり質の高い行政サービスを持続的に提供する

とともに、当町を取り巻く行財政環境の変化に柔軟かつ適切に対応

していくため、これまでの行政改革大綱の考え方を継承しながら、行

財政運営の一層の簡素・効率化を図っていく必要があります。
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３ 行政改革の基本方針

⑴ 平成２８年度に策定した第３期行政改革大綱の基本方針や

視点を引き継ぎ、町行政組織全てを対象に行政改革に取り組む

ものとします。

⑵ 改革の取組は、令和３年度を初年度として、令和７年度まで

の５年間を推進期間とし、事業ごとの実施項目シートにより

PDCA サイクルを意識した進捗管理を行っていきます。
実施項目シートには、各年度における実施計画（Plan）と実

施内容（Do）、その進捗状況についての評価（Check）を記載す
ることとし、定期的に、見直しや変更（Action）を行っていき
ます。推進期間終了年度においては、５年間の取組における達

成度と成果を評価する総合評価（Check）を行い、評価結果は、
課題や改善策、今後の新たな取り組みに活用（Action）します。
進捗状況又は総合評価は次の基準により行います。

⑶ 社会経済情勢の変化により増大する財政需要に対し、歳出構

造の改善や自主財源の確保はもとより、限られた財源を効果的

に配分することで財政の健全化を図ってまいります。

⑷ 住民の代表からなる「行政改革推進委員会」の意見を尊重し、

広く住民意見を計画に反映させるよう努めます。

⑸ 行政運営に住民の自発的・積極的な行政への参画は必要不可

欠であり、住民と行政が役割を分担し、一体となって魅力ある

まちづくりを推進する必要があります。住民の行政参画を推進

するとともに、適切な役割分担が行われるよう努めます。

区分 進捗状況の内容 計画終了年度における総合評価

◎ 計画より進んでいる 目標を大きく上回った

〇 計画どおりに進められている 目標どおりで達成した

△ 計画より遅れている 目標を達成できなかった

× 未着手 未着手
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４ 行政改革推進にあたっての視点

⑴ 効率的な行政運営

地方自治体には、住民の視点に立った行政執行が求められて

おり、住民の満足度向上のためには、行政ニーズの的確な把握と、

これに即応しうる事務事業執行体制の確立が必要です。激変す

る社会情勢や新たな行政課題に対応し、町を発展させる機会を

適格に捉えていくため、行政効率や費用対効果を勘案しながら

事務事業の整理統合・合理化を進め、人事・組織や政策形成等の

行政運営構造を再構築し、更には民間機能を活用した効率的行

政運営を確立します。

⑵ 健全財政の堅持

行政運営の基礎は財政であり、健全な財政運営は重要な行政

項目です。

健全財政を堅持し、自立した町づくりを進めるため、徹底し

たコストの見直し等による経常経費の節減、適正な受益と負担

を前提とした公共料金の見直しや町税等収納率の向上などによ

る財源の確保、指定管理者制度を活用した公共施設の効率的な

運営管理などを図り、歳入・歳出両面からの効果的な改革に取り

組みます。

⑶ 住民協働のまちづくりの推進

住民の視点に立った町政の確立は、行政のみの力で達成でき

るものではなく、住民の積極的な行政参画によって実現できる

ものです。広報・広聴業務を充実させ、積極的な情報公開を行っ

ていくことは、行政の透明化が図られ、住民との信頼関係を築く

ことにつながります。住民自身がまちづくりの担い手であると

いう意識を持てるよう、住民が積極的に行政に参画できる環境

整備を推進していきます。
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５ 行政改革推進項目

⑴ 組織・機構の見直し

少子高齢化や社会経済情勢の変化及び新たな行政ニーズに対

応した施策を総合的・効果的に展開できるよう効率的な組織・機

構を検討し、機能的な組織づくりを推進します。

⑵ 職員の意識改革と人材育成

「目指すべき職員像」実現のために、職員の意欲と能力を最大

限に引き出すための取り組みとして、人材育成基本方針に掲げ

る具体的な方策の検証と効果的な実践を行い、職員の資質向上

と意識改革を図ります。

⑶ 定員管理の適正化

複雑多様化する行政需要に対応できる効率的かつ効果的な人

員配置を行うため、適正な定員管理の目標を設定します。

なお、各課の職員数や職務内容を見直しするとともに、適正な

人事管理と職員の人材育成に取り組み、住民サービスの維持向

上につながるよう計画的に進めます。

⑷ 健全財政の堅持

財政運営全般について抜本的な見直しを行い、費用対効果の

検証を行うとともに、歳出構造の改善や自主財源の確保はもと

より、限られた財源を効果的に配分することで財政の健全化を

より確実なものとします。また、公共施設の統廃合や町有地の有

効活用を検討し、無駄のない効率的な町有財産の活用と管理を

行っていきます。

⑸ 行政の情報化の推進

行政情報の電子化とその総合的利用、事務事業のシステム化

と庁内ネットワークのためのインターネットの活用、各種情報

システムの整理、データーベースの構築等を進めるとともに、行

政手続きにおける押印、書面、対面規制の見直しを進め、効率的

かつ的確な行政サービス提供のためのデジタル化に取り組んで

いきます。
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⑹ 行政評価の実施

施策や事業の効率性・有効性を高め、住民サービスの向上を図

るため、施策や事業を対象とする行政評価を実施します。

⑺ 住民協働のまちづくり

災害時における、自助、共助、公助の役割について正しく認識

し、いざという時に備えることができる自主防災組織の形成を

推進していきます。

⑻ 地方公営企業の経営健全化

経営にかかる継続的検証を行い、効率的業務の推進により経

費の節減に努め、経営の健全化を図ります。

【再掲】

進捗状況又は総合評価

区分 進捗状況の内容 計画終了年度における総合評価

◎ 計画より進んでいる 目標を大きく上回った

〇 計画どおりに進められている 目標どおりで達成した

△ 計画より遅れている 目標を達成できなかった

× 未着手 未着手



実施項目の内容

行政改革推進項目（組織・機構の見直し）

事 業 名 ① 組織・機構の見直し 担当課 総務課

概 要
地方分権の進展や住民ニーズの多様化等に伴い、行政需要に適時適

切に対応できる組織・機構の改革を継続的に実施していく。

目 標

令和３年度から令和７年度までの取組目標

社会情勢等の変化や住民ニーズに対応した組織・機構への移行や効

率的な組織・機構を構築

年度ごとの

実施内容と

進 捗 状 況

これまでの内容（実績）

・班制度の導入（補佐・係長制度の廃止）・横芝行政センターの廃止

・教育部門、福祉部門、産業部門、税務部門、企画部門、財政部門の組

織・機構の改編

・特定郵便局窓口における各証明書発行サービスの実施・廃止

・町内大型商業施設内に町民サービスセンターの設置・廃止

令和３年度実績

・変化する行政ニーズに対応し、優先的に取り組む必要のある課題解

決のため、効率的行政が展開できるよう組織全体の再編を含む抜本

的な組織改編を検討する。

・優先度が高い企業誘致施策の積極的な進展を図るため、全体的な組

織改編に先行して、企画空港課内に新たな班を設置する。

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

○ ・令和３年４月企画空港課に企業誘致班を設置した。

令和４年度実績

・社会情勢の変化、住民ニーズへの即応可能、かつ、効率的行政が展

開できる組織・機構を継続的に検討

・組織全体の再編を含む抜本的な組織改編

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

○

・新型コロナウイルス感染症が令和５年５月に５類感染症

へ移行することから、令和５年３月をもって健康こども

課内の新型コロナウイルスワクチン接種対策室を廃止し

た。

令和５年度実績
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・社会情勢の変化、住民ニーズへの即応可能、かつ、効率的行政が展

開できる組織・機構を継続的に検討

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

〇

・令和５年４月企画空港課にデジタル推進室を設置した。

今後も、住民サービスの向上と行政事務の効率化を目的

として、デジタル化の推進を図る。

・令和５年１２月議会定例会において横芝光町行政組織条

例の一部改正を行い、企画空港課で担ってきた企業誘致

業務を産業課へ移管し、土地利用ビジョンに掲げる重点

戦略のうち特に「横芝光 IC 周辺における複合拠点の形
成」、「空港関連施設の就業者等、新規定住者のための新

たな居住地の整備」及び「こどもの国跡地の有効活用」に

ついて具現化・加速化させるため、令和６年４月１日か

ら適切な部署の設置及び分掌の移管を行う。（令和６年４

月から拠点整備等を都市計画関係と合理的に行うことを

目的に、新たに都市建設課内に「まちづくり室」を設置

し、「管理計画班」を「管理班」に変更。また、企画空港

課の「企業誘致班」を廃止し、企業誘致に関する業務は、

産業課の「経済班」で所管する。）

令和６年度実績

・社会情勢の変化、住民ニーズへの即応可能、かつ、効率的行政が展

開できる組織・機構を継続的に検討

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

〇

・令和６年９月議会定例会において横芝光町行政組織の改

編に伴う関係条例の整理に関する条例を制定し、令和６

年１０月から「都市建設課まちづくり室」で行っている

各種事業の更なる推進を図るため「未来づくり課まちづ

くり室」と「未来づくり課産業用地整備班」を新設し、「都

市建設課」を「建設班」と「管理計画班」に変更した。

令和７年度

・社会情勢の変化、住民ニーズへの即応可能、かつ、効率的行政が展

開できる組織・機構を継続的に検討

進捗状況 評価の理由と今後の方向性
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見込まれる

効 果

・社会情勢の変化や住民ニーズに対応した組織・機構への移行や効率

的な組織・機構の構築

・住民利便性の向上

・人事管理の適正化

計画終了年度

における総合

評価及び効果

又は成果

総合評価

今後の方向性

又は改善事項
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実施項目の内容

行政改革推進項目（職員の意識改革と人材育成）

事 業 名 ② 人材育成基本方針の適正な運用 担当課 総務課

概 要
人材育成基本方針に掲げる具体的方策を適正に実行し、職員の意欲

と能力を最大限に引き出すための取り組みの推進

目 標

令和３年度から令和７年度までの取組目標

人材育成基本方針に掲げる具体的方策の実施内容の検証を行い、望

まれる職員像の実現に向けた時代に合った実践的な方策の構築を行

う。

年度ごとの

実施内容と

進 捗 状 況

これまでの内容（実績）

・平成１８年１２月に横芝光町人材育成基本方針を策定

・研修計画を毎年度作成

令和３年度実績

・人材育成基本方針の具体的方策の検証

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

○

・国から、定年延長を踏まえた人事評価項目等の見直しに

ついての提言を受けたことから、評価項目設定の基準と

している人材育成基本方針の内容の見直しを行ってい

く。

令和４年度実績

・人材育成基本方針に掲げる「望まれる職員像」の実現に向けた実践

的な方策の実施（研修事業の見直し、人事評価の評価結果の反映）

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

〇

・人事評価結果反映基準設定に向けた検討を行った。

・望まれる職員像の達成度や研修に関する職員アンケート

を実施した。

令和５年度実績

・人材育成基本方針改訂内容の検討と改訂作業

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

〇

・当町の人材育成における現状の問題点・課題を整理し、

人材育成基本方針の見直しを行い、令和６年３月に改

訂。また、当該基本方針に併せて実施計画を策定。

令和６年度実績見込み
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・改訂後の人材育成基本方針に掲げる「目指すべき職員像」の実現に

向けた実践的な方策の実施と見直し検討

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

〇
・人材育成基本方針実施計画に基づき、各種施策・事業を

推進するとともに進行管理を実施。

令和７年度

・改訂後の人材育成基本方針に掲げる「目指すべき職員像」の実現に

向けた実践的な方策の実施と見直し検討

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

見込まれる

効 果
限られた人材での効率的な行政運営

計画終了年度

における総合

評価及び効果

又は成果

総合評価

今後の方向性

又は改善事項
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実施項目の内容

行政改革推進項目（定員管理の適正化）

事 業 名 ③ 定員管理の適正化 担当課 総務課

概 要
地域の実情に応じた行政需要へ効果的で効率的な対応が望める適正

な人員配置を行うとともに、定員管理の状況を公表する。

目 標

令和３年度から令和７年度までの取組目標

・民間活力の活用、組織等の見直し、人材育成、会計年度任用職員等

の活用及び定年延長制度導入を踏まえた総括的な取り組みを行い、

効率的かつ効果的な人員配置を行う。

・病院については、地域医療体制の充実を図るため、令和７年度の目

標を１２０人とする。

年度ごとの

実施内容と

進 捗 状 況

これまでの内容（実績）

・第１期定員適正化計画期間（平成 18 年度～平成 22 年度）終了時で
34 人の削減、第２期定員適正化計画期間（平成 23 年度～平成 27 年
度）終了時で 18 人の削減を行った。

・第３期定員適正化計画期間（平成 23 年度～令和 2 年度）終了時点で
は、行政需要の変動と地域医療体制の整備のため 28 人の増員となっ
た。

令和３年度から令和７年度

多様化する行政需要と社会情勢の変化に対応できる効率的な組織体

制を確立するため、第４期定員適正化計画に掲げる取り組みを推進し、

適正な人員配置を行っていく。
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年度

区分 計画 計画 計画 計画 計画

一般行政 156 160 158 158 156 154

特別行政 34 35 35 34 34 34

公営企業等 126 135 135 140 141 143

316 330 328 332 331 331

％ ％ ％ ％ ％

― 4.4 3.8 5.1 4.7 4.7

※職員数：各年度４月１日現在

令和２年度

基　準

◆公営企業等：病院会計、国民健康保険事業、後期高齢者医療事業、介護保険事業、集落排水事業、
食肉センター事業に属する職員の数

合計

職員数

職員数

増減率

職員数

令和７年度

職員数

部門 令和２年度
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

令和３年度

進 捗 状 況
評価の理由と今後の方向性

○

・実績及び今後の方向性については下図のとおり

・一般行政及び特別行政においてはほぼ同数で達成でき

たが、公営企業等については、退職者数が見込みより

も多かったため、計画より少なくなった。

年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

区分 実績 計画変更 計画変更 計画変更 計画変更

一般行政 156 160 163 163 162 161

特別行政 34 34 35 34 34 34

公営企業等 126 128 131 137 138 139

合計 316 322 329 334 334 334

％ ％ ％ ％ ％

― 1.9 4.1 5.7 5.7 5.7

職員数

増減率

令和２年度

基　準

職員数

職員数

部門 令和２年度

職員数

令和４年度

進 捗 状 況
評価の理由と今後の方向性

○

・実績及び今後の方向性については下図のとおり

・一般行政及び特別行政においてはほぼ同数で達成でき

たが、公営企業等については、退職者数が見込みより

も多かったため、計画より少なくなった。

年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

区分 実績 実績 計画変更 計画変更 計画変更

一般行政 156 160 158 158 157 156

特別行政 34 34 37 35 35 35

公営企業等 126 128 129 138 139 140

合計 316 322 324 331 331 331

％ ％ ％ ％ ％

― 1.9 2.5 4.7 4.7 4.7

職員数

部門 令和２年度

職員数

職員数

増減率

令和２年度

基　準

職員数
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令和５年度

進 捗 状 況
評価の理由と今後の方向性

○

・実績及び今後の方向性については下図のとおり

・一般行政については、デジタル専門官、保育士（会計

年度任用職員から変更）等の任期付職員を採用したた

め、計画より多くなった。特別行政においてはほぼ同

数で達成できたが、公営企業等については、退職者数

が見込みよりも多かったため、計画より少なくなった。

年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

区分 実績 実績 実績 計画変更 計画変更

156 160 158 162 168 165

34 34 37 33 32 33

126 128 129 135 136 138

316 322 324 330 336 336

％ ％ ％ ％ ％

― 1.9 2.5 4.4 6.3 6.3

職員数

職員数

職員数

職員数

増減率

令和２年度

基　準

部門 令和２年度

一般行政

特別行政

公営企業等

合計

令和６年度

進 捗 状 況
評価の理由と今後の方向性

〇

・実績及び今後の方向性については下図のとおり

・一般行政職については同数となったが、特別行政は見

込みより多くなった。なお、公営企業等については、

退職者数が見込みより多かったため、計画より少なく

なった。

年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

区分 実績 実績 実績 実績 計画変更

156 160 158 162 162 163

34 34 37 33 35 35

126 128 129 135 132 134

316 322 324 330 329 332

％ ％ ％ ％ ％

― 1.9 2.5 4.4 4.1 5.1

職員数

職員数

職員数

職員数

増減率

令和２年度

基　準

部門 令和２年度

一般行政

特別行政

公営企業等

合計

令和７年度

進 捗 状 況
評価の理由と今後の方向性
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見込まれる

効 果

・人件費の抑制

・行政改革の推進と併行した実施により、効率的な行政運営を実現

・バランスの取れた職員構成の確立

計画終了年度

における総合

評価及び効果

又は成果

総合評価

今後の方向性

又は改善事項
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実施項目の内容

行政改革推進項目（健全財政の堅持）

事 業 名 ④ 町税の徴収率向上 担当課 税務課

概 要
町税は、町の行財政運営の基本となる財源であるとともに、税負担の

公平性を確立する観点から、徴収率の向上に努める。

目 標

令和３年度から令和７年度までの取組目標

住民の納付意識の向上や、納めやすい環境整備を進めるとともに、

滞納整理事務を強化し、徴収率の向上と滞納額の削減を図る。

普通税徴収率：９０．９％（令和元年度）→９２．０％（令和７年度）

国保税徴収率：６８．６％（令和元年度）→７０．０％（令和７年度）

※徴収率は、現年課税分及び滞納繰越分の合計

年度ごとの

実施内容と

進 捗 状 況

これまでの内容（実績）

・滞納整理、差押え、休日公金収納、納付環境の整備

令和３年度実績

・滞納処分の強化（差押え ４９件）

・適正な執行停止の実施 （執行停止の決議 １５件）

・休日納税相談（第２、４日曜日午前中） 相談件数 １３１件

・県税との徴収対策連携の強化 徴収引継ぎ ９件

・インターネット公売の活用 ０件

・各種納付方法の活用

利用件数 コンビニエンスストア ３３，５５１件

クレジット収納 １，９２１件

・マルチペイメントを利用した口座振替の申込み ２５４件

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

〇

滞納整理（滞納処分）の強化に力を入れる。

普通税徴収率：９１．２％

国保税徴収率：７０．４％

令和４年度実績

・滞納処分の強化（差押え １２８件）

・適正な執行停止の実施（執行停止の決議 ３２件）

・休日納税相談（第２、４日曜日午前中） 相談件数 ２１０件

・県税との徴収対策連携の強化 徴収引継ぎ ８件

・インターネット公売の活用 ０件

・各種納付方法の活用（コンビニエンスストア・口座振替）
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コンビニエンスストア利用件数 ３４，７７１件

ペイジー口座振替申込件数 ２２２件

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

○

滞納整理（滞納処分）の強化に力を入れる。

普通税徴収率：９１．３％

国保税徴収率：７１．２％

令和５年度実績

・滞納処分の強化 差押え ２５５件

・適正な執行停止の実施 執行停止の決議 ７２件

・休日納税相談（第２、４日曜日午前中） 相談件数２０５件

・県税との徴収対策連携の強化 徴収引継ぎ ３２件

・インターネット公売の活用 ０件

・各種納付方法の活用（コンビニエンスストア・口座振替・地方税統一

QR コード決済（eL-QR））
コンビニエンスストア利用件数 ３５，６６１件

地方税統一 QR コード決済（eL-QR）利用件数 ２６，０８０件

ペイジー口座振替申込件数 ２５９件

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

〇

滞納整理（滞納処分）の強化に力を入れる。

普通税徴収率：９１．８％

国保税徴収率：７１．８％

令和６年度実績見込み（１２月３１日現在）

・滞納処分の強化 差押え ２８０件

・適正な執行停止の実施 執行停止の決議 ３６件

・休日納税相談（第２、４日曜日午前中） 相談件数 ２４０件

・県税との徴収対策連携の強化 徴収引継ぎ １７件

・インターネット公売の活用 ０件

・各種納付方法の活用（コンビニエンスストア・口座振替・地方税統一

QR コード決済（eL-QR））
コンビニエンスストア利用件数 ３５，０００件

地方税統一 QR コード決済（eL-QR）利用件数 ３２，０００件

ペイジー口座振替申込件数 ２７０件

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

〇 滞納整理（滞納処分）の強化に力を入れる。
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令和７年度

・滞納処分の強化 ・適正な執行停止の実施 ・休日納税相談

・県税との徴収対策連携の強化 ・インターネット公売の活用

・各種納付方法の活用（コンビニエンスストア・口座振替・地方税統一

QR コード決済（eL-QR））
進捗状況 評価の理由と今後の方向性

見込まれる

効 果

新規滞納者の発生を防ぎ、徴収率を向上させることにより自主財源を

確保し、財政基盤の強化が図れる。

計画終了年度

における総合

評価及び効果

又は成果

総合評価

今後の方向性

又は改善事項

- 18 -



実施項目の内容

行政改革推進項目（健全財政の堅持）

事 業 名 ⑤ 国民健康保険医療費適正化の推進 担当課 住民課

概 要

１人当たり医療費が、医療技術の高度化等により年々増えているこ

とから、国民健康保険の健全な運営に向けた取り組みとして、被保険

者の健康の増進や医療費の適正化を進める。

目 標

令和３年度から令和７年度までの取組目標

・ジェネリック医薬品（後発医薬品）の利用促進

【目標値：使用割合 ８０．０％以上】

・特定健康診査の受診率向上【目標値：受診率 ６０ .０％】
・特定保健指導の実施率向上【目標値：実施率 ６０ .０％】

年度ごとの

実施内容と

進 捗 状 況

これまでの内容（実績）

・ジェネリック医薬品の利用促進のため、医療費差額通知の実施やジ

ェネリック医薬品希望シール及び啓発パンフレットの配布を実施。

・特定健康診査の受診率・特定保健指導の実施率の向上のため、周知

及び勧奨通知等を実施。

令和３年度実績

・特定健診・特定保健指導の効果的な実施

・後発医薬品の使用及び医薬品の適正使用の推進

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

△

・ジェネリック医薬品 使用割合：８２ .６％
・特定健康診査の受診率向上 受診率：３６ .０％
・特定保健指導の実施率向上 実施率：６７．６％

令和４年度実績

・特定健診・特定保健指導の効果的な実施

・後発医薬品の使用及び医薬品の適正使用の推進

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

△

・ジェネリック医薬品 使用割合：８２．６％

・特定健康診査の受診率向上 受診率：３９．３％

・特定保健指導の実施率向上 実施率：７３．３％

令和５年度実績

・特定健診・特定保健指導の効果的な実施

・後発医薬品の使用及び医薬品の適正使用の推進

- 19 -



年度ごとの

実施内容と

進 捗 状 況

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

△

・ジェネリック医薬品 使用割合：８４．９％

・特定健康診査の受診率向上受診率：４１．９％

・特定保健指導の実施率向上実施率：５７．１％

令和６年度実績見込み

・特定健診・特定保健指導の効果的な実施

・後発医薬品の使用及び医薬品の適正使用の推進

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

△

・ジェネリック医薬品 使用割合：８５．３％

・特定健康診査の受診率向上受診率：４０．８％

・特定保健指導の実施率向上実施率：５４．９％

令和７年度

・特定健診・特定保健指導の効果的な実施

・後発医薬品の使用及び医薬品の適正使用の推進

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

見込まれる

効 果

被保険者の健康増進や医療費の適正化を進めることにより、医療費

の抑制を図り、国民健康保険の健全な運営を維持する。

計画終了年度

における総合

評価及び効果

又は成果

総合評価

今後の方向性

又は改善事項
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実施項目の内容

行政改革推進項目（健全財政の堅持）

事 業 名 ⑥ 後期高齢者医療保険料収納率の向上 担当課 住民課

概 要
保険料は、後期高齢者医療制度の根幹となる財源であるため、保険

料負担の公平性を図るため収納率の向上に努める。

目 標

令和３年度から令和７年度までの取組目標

未納・滞納者に対し積極的に催告を実施するとともに、臨戸徴収や

差押えによる徴収も行う。

【現年度分：令和元年度 ９９ .１％→目標値 ９９ .５％】
【過年度分：令和元年度 ３８ .６％→目標値 ５０ .０％】

年度ごとの

実施内容と

進 捗 状 況

これまでの内容（実績）

・催告、臨戸徴収を適時に実施

令和３年度実績

・催告、臨戸徴収、差押えによる収納率の向上を図る。

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

○
収納率 現年度分：９９．９％

過年度分：６０．３％

令和４年度実績

・催告、臨戸徴収、差押えによる収納率の向上を図る。

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

〇
収納率 現年度分：９９．９％

過年度分：６４．７％

令和５年度実績

・催告、臨戸徴収、差押えによる収納率の向上を図る。

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

△
収納率 現年度分：９９．３％

過年度分：３７．５％

令和６年度実績見込み

・催告、臨戸徴収、差押えによる収納率の向上を図る。

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

〇
収納率 現年度分：９９．９％

過年度分：５０．０％
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令和７年度

・催告、臨戸徴収、差押えによる収納率の向上を図る。

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

見込まれる

効 果
滞納原因の分析や収納対策の強化により、収納率の向上を図る

計画終了年度

における総合

評価及び効果

又は成果

総合評価

今後の方向性

又は改善事項
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実施項目の内容

行政改革推進項目（健全財政の堅持）

事 業 名 ⑦ 町有地の有効活用 担当課 財政課

概 要
町が保有する資産の有効活用として、不要な土地の売却や貸付け等

を推進する。

目 標

令和３年度から令和７年度までの取組目標

未利用、未計画となっている町有地の活用方針を決定し、有効活用

が見込めない土地について、民間等への売却や貸付けを進める。

年度ごとの

実施内容と

進 捗 状 況

これまでの内容（実績）

・町有地の売却及び貸付け

令和３年度実績

・跡地活用方針の検討、決定

・一般競争入札等により売却や貸付けを進める。

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

〇
・旧南条小学校の貸付け（株式会社運動会屋）

・栗山、宮川、木戸地先の普通財産の売却（３件）

令和４年度実績

・跡地活用方針の検討

・一般競争入札等により売却を進める。

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

〇
・屋形地先の町有地売却（１件）

・木戸台、鳥喰地先の普通財産の売却（２件）

令和５年度実績

・跡地活用方針の検討、決定

・一般競争入札等により売却や貸付けを進める。

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

○

・旧横芝中学校プール跡地活用事業プロポーザルの実施及

び貸付け（移住定住促進事業）

・旧横芝行政センター跡地活用事業プロポーザルの公告

・木戸地先の普通財産売却（１件）
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令和６年度実績見込み

・跡地活用方針の検討、決定

・一般競争入札等により売却や貸付けを進める。

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

○

・上堺小学校及び日吉小学校の閉校後の活用方針の決定

（公有財産有効活用検討委員会）及び町議会への報告予定

・栗山字新橋地先の普通財産（２筆）の売却（１件）

令和７年度

・跡地活用方針の検討、決定

・一般競争入札等により売却や貸付けを進める。

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

見込まれる

効 果

未活用資産の維持管理費の削減と売却や貸付けによる歳入確保が図

れる。

計画終了年度

における総合

評価及び効果

又は成果

総合評価

今後の方向性

又は改善事項
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実施項目の内容

行政改革推進項目（健全財政の堅持）

事 業 名 ⑧ 公共施設の再編 担当課 財政課

概 要

公共施設の効率的な管理運営に向け、長期的な更新・統廃合・長寿

命化等を計画的に実現し、財政負担の軽減・平準化を図ると共に、公

共施設の最適な配置を実現する。

目 標

令和３年度から令和７年度までの取組目標

令和元年度に策定した個別施設計画に基づき、施設の更新・統廃合・

除却等を計画的に進める。

年度ごとの

実施内容と

進 捗 状 況

これまでの内容（実績）

・公共施設の総合管理計画 (H28 年度 )及び個別施設計画 (R1 年度 )の策
定

令和３年度実績

・個別施設計画に基づき、老朽化が著しく今後の利用が見込めない施

設の除却を行う。（旧横芝行政センター他）

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

〇 ・旧横芝行政センター及び栗山団地 (2 戸 )の除却
令和４年度実績

・個別施設計画に基づき、施設の集約・統合を実施し、大総保育所と

横芝保育所を統合した。

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

〇
・保育所の統合による大総保育所の閉所

・上堺保育所と横芝保育所の統合方針の決定

令和５年度実績

・個別施設計画に基づき、施設の更新等を実施すると共に、適切な進

捗状況の管理を行う。

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

〇
・保育所の統合による上堺保育所の閉所

・横芝小学校改築工事の契約

令和６年度実績見込み

・個別施設計画に基づき、施設の更新等を実施すると共に、適切な進

捗状況の管理を行う。
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進捗状況 評価の理由と今後の方向性

〇

・横芝小学校改築工事（第２期）の契約時期等に係る事前協

議

・横芝保育所の移転を含めた開設場所の検討開始

令和７年度

・個別施設計画に基づき、施設の更新等を実施すると共に、適切な進

捗状況の管理を行う。

・総合管理計画改定の検討（第２期計画：Ｒ９～）

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

見込まれる

効 果

公共施設の維持管理費を抑制し、適正な施設規模にすることにより

更新費用の負担を軽減し、良好な施設環境を維持する。

計画終了年度

における総合

評価及び効果

又は成果

総合評価

今後の方向性

又は改善事項
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実施項目の内容

行政改革推進項目（健全財政の堅持）

事 業 名 ⑨ 基金運用の見直し 担当課 財政課

概 要

町の基金は、財産管理者がそれぞれ個別に運用しており、資金リス

クや資金調達など中長期的視野に立った資産運用を行う体制にないこ

とから、資金運用の安全性の確保、及び更なる運用益の増加を図るた

め、基金の一括運用を実施する。

目 標

令和３年度から令和７年度までの取組目標

安全性、効率性を確保しつつ、より多くの運用益を確保できるよう、

各基金の一括運用に係る検討及び体制づくりを行い、一括運用を実施

する。運用方法は、社会経済情勢や金融情勢の変化に応じ、都度検証

を行う。

年度ごとの

実施内容と

進 捗 状 況

これまでの内容（実績）

・一括管理の実施、基金運用方法の検討及び公金管理運用方針の見直

し

令和３年度実績

・一括運用に係る検討及び体制づくり

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

○

・一括運用に係る検討を行った。（当町を除く県下 53 市町
村へのアンケート調査の実施 (回答数 47 団体 回答率

88.7%)、既に一括管理を行っている市町村への聞き取り、
基金運用方法の見直し案の作成）

令和４年度実績

・一括運用に係る検討及び一部運用開始

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

〇
・各基金の積立や定期預金の満期日、財政推計における今

後の基金繰入額を見込んで、一部運用を開始した。

令和５年度実績

・基金の一部運用継続

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

△

・令和５年度から令和７年度までの継続事業で横芝小学校

改築事業を実施していることに伴い、各年度末及び年度

当初に多額の支払いが生じることから、資金調達して基
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金の繰替運用を優先し令和７年度まで現状の一部運用を

継続することとした。

【参考】

令和４年度末一般会計基金残高 4,472,768 千円
うち運用基金額 1,280,000 千円

令和６年度実績見込み

・基金の一部運用継続

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

△

・令和７年度までについては、現状の一部運用を継続する

こととする。

【参考】

令和５年度末一般会計基金残高 4,314,637 千円
うち運用基金額 1,280,000 千円

令和７年度

・基金の一部運用継続

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

見込まれる

効 果
基金運用益の増加

計画終了年度

における総合

評価及び効果

又は成果

総合評価

今後の方向性

又は改善事項
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実施項目の内容

行政改革推進項目（健全財政の堅持）

事 業 名 ⑩ 社会教育施設及び社会体育施設

の運営方法の検討

担当課
社会文化課

概 要

現在、光しおさい公園は指定管理者制度を導入し運営を行ってお

り、施設の運営費の抑制につながっているため、その他の社会教育

施設及び社会体育施設の運営方法について検討をし、各施設の運営

経費の削減につなげる。

目 標

令和３年度から令和７年度までの取組目標

・各施設の運営方法についての課題の抽出

・先行事例の調査分析

・調査結果を検証し運営方法の見直しの判断をする

年度ごとの

実施内容と

進 捗 状 況

これまでの内容（実績）

・光しおさい公園以外の社会教育施設及び社会体育施設の運営は直

営で実施

令和３年度実績

・各施設の運営方法についての課題の抽出

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

△

・社会体育施設の直営以外で運営可能な施設を抽出

・社会教育施設については運営方法に課題があるため引

き続き検討

令和４年度実績

・各施設の運営方法についての課題の抽出

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

△

・社会体育施設の直営以外で運営可能な施設を抽出

・社会教育施設については運営方法に課題があるため引

き続き検討

令和５年度実績

・抽出された課題を検証し運営方法の見直しの判断をする。

進捗状況 評価の理由と今後の方向性
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△

・社会体育施設については、施設の老朽化や利用状況を

検討し一部廃止をした。（横芝 B＆G プール、栗山野球
場の解体など）また、管理業者の一部見直しを行った。

（坂田池公園の管理業務）

・社会教育施設については、運営方法の事例を踏まえ、引

き続き検証し見直していく。

令和６年度実績見込み

・先行事例の調査分析

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

△

・社会教育施設について、県内の指定管理制度を導入し

ている施設の調査をしており、県内施設の運営方法の

事例を踏まえ、引き続き検証し見直していく。

令和７年度

・調査結果を検証し運営方法の見直しの判断

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

見込まれる

効 果

指定管理者制度や委託等を含め、個別施設に適した運営方法を導

入することにより、運営経費の削減はもとより、新たなサービスの

導入が期待され、利用者の増加が期待される。

計画終了年度

における総合

評価及び効果

又は成果

総合評価

今後の方向性

又は改善事項
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実施項目の内容

行政改革推進項目（行政の情報化の推進）

事 業 名 ⑪ 情報通信ネットワークの活用推進 担当課 総務課

概 要

インターネット上での、ホームページのみならず様々なソーシャル

メディアを活用した情報発信は、必要な情報を即時に提供可能であり、

スマートフォン等モバイル端末の普及により時間と場所を選ばず情報

を得ることができたため、引き続き活用の推進を図る。

目 標

令和３年度から令和７年度までの取組目標

令和元年度に整備したウェブアクセシビリティ JIS X 8341 対応レ
ベル AA を維持しつつ、広報紙、防災行政無線等既存の情報媒体と有
機的連携を図り、また、新たに SNS アカウント等の作成及び整理を行
い、既存の情報媒体との連携を図ることで、必要な情報を、必要な人

に届くようにし、併せて施策等の情報発信力を高める。

年度ごとの

実施内容と

進 捗 状 況

これまでの内容（実績）

・CMS（コンテンツマネジメントシステム）導入
・ウェブアクセシビリティ JIS X 8341 対応レベル AA 準拠
・らくらく Web 散策からリードスピーカーに更新
・ツイッターアカウント・動画共有サイト（YouTube 内）の開設
・広報紙検索システムの構築

・まちナビ２へのホームページ連携

令和３年度実績

・現在３つあるツイッターアカウントの運用検討（統合等）

・インスタグラムアカウント開設準備

・情報発信研修実施

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

△

・現在運用しているツイッターアカウントの運用改善及び

インスタグラムによる情報発信の有効的な運用方針の検

討など準備の段階にとどまった。

・町ホームページの情報発信の質向上のため職員向け研修

を行った。
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令和４年度実績

・ツイッター・インスタグラム・動画共有サイト運用に向けた構築

・JIS X 8341 対応レベル AA 準拠の確認
・アクセシビリティ研修実施

・動画撮影及び投稿手段の確認・検討

・まちナビ２の利用促進・周知

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

△

・職員への CMS 操作研修やまちナビ２の連携方法の周知、
サブサイトの活用等を呼び掛け、職員のホームページ更

新に係る意識を強めた。

・今後、CMS のバージョンアップに伴い、SNS 連携を開始
するため、各 SNS の作成及び統廃合を検討した。

令和５年度実績

・SNS の運用管理
・JIS X 8341 対応レベル AA 準拠の確認
・新たなソーシャルメディアの導入

・情報発信研修実施

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

◎

・職員への CMS 操作研修やまちナビ２の連携方法の周知、
サブサイトの活用等を呼び掛け、職員のホームページ更

新に係る意識を強めた。

・CMS のバージョンアップに併せて LINE、X（旧 Twitter）、
Facebook 連携機能を構築するとともに AI チャットボッ
トを導入することにより利便性を向上させ、情報発信の

拡充を図った。

令和６年度実績見込み

・SNS の運用管理
・LINE、X（旧 Twitter）、Facebook の活用推進
・JIS X 8341 対応レベル AA 準拠の確認
・アクセシビリティ研修実施

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

〇

・LINE、X（旧 Twitter）、Instagram を積極的に活用し情
報発信を行った。

・アクセシビリティについて理解を深めるため研修を実施
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した。

・グーグルビジネスを活用し、町内のスポットの認知度を

向上させた。

令和７年度

・SNS の運用管理
・LINE、X（旧 Twitter）、 Instagram の活用推進
・情報発信研修実施

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

見込まれる

効 果

・各種ソーシャルメディアを活用することによる情報拡散力強化。

・ウェブアクセシビリティレベル維持により、高齢者や障害者などへ

のバリアフリーを確保する。

・職員の情報発信力強化により、必要な人に、必要な情報が届き、併

せて施策や町の魅力を町の内外に有効に発信できるようになる。

計画終了年度

における総合

評価及び効果

又は成果

総合評価

今後の方向性

又は改善事項
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実施項目の内容

行政改革推進項目（行政の情報化の推進）

事 業 名 ⑫ 行政手続のデジタル化推進 担当課 総務課

概 要
行政手続のオンライン化は、デジタル技術の活用を前提として、既

存の制度やルールの見直しを行い、業務をスリム化・効率化する。

目 標

令和３年度から令和７年度までの取組目標

行政手続における書面規制、押印、対面規制を見直す。オンライン

手続について、入力事項の簡素化・標準化、提出書類の削減、提出方

法の定型化・ワンストップ化、入力支援機能の充実等の見直しを行い、

オンライン利用率の引上げを図る。

年度ごとの

実施内容と

進 捗 状 況

これまでの内容（実績）

・押印見直しに向けた実態調査

・押印廃止の方針決定

令和３年度実績

・オンライン手続が可能なものの周知を図る。

・押印見直しに係る例規改正

・書面規制、対面規制の見直し

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

△

・押印見直し及び書面・対面規制、手続に係る周知を含め、

企画空港課（情報政策担当）と連携し、庁内外のデジタル

化推進に向けた組織的な取り組みを推進していく。

令和４年度実績

・オンライン手続が可能なものの周知を図る。

・書面規制、対面規制の見直し

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

○

・押印の見直しに係る規則以下の例規整備を行い、書面規

制、対面規制の見直しを行った。

・令和５年４月企画空港課に設置予定のデジタル推進室と

連携し、庁内外のデジタル化推進に向けた組織的な取り

組みを推進していく。

令和５年度実績

・オンライン手続が可能なものの周知を図る。

・書面規制、対面規制の見直し
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進捗状況 評価の理由と今後の方向性

○

・デジタル推進室やデジタル推進チームにより、電子申請

システム等のトライアルを行った。今後のシステム導入

に向けた検証を行った。

・１０月から電子契約を開始した。

・国が進める法令等の「アナログ規制の点検・見直し」につ

いて、次年度以降当町においても例規等の点検・見直し

を行うため、全庁的に制度理解を深める研修を行った。

令和６年度実績見込み

・オンライン手続が可能なものの周知を図る。

・書面規制、対面規制の見直し

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

〇

・前年度の検証をもとに LoGo フォーム（デジタル化総合
プラットフォーム）を国のデジタル田園都市国家構想交

付金を活用し、１０月から本導入した。各種申込やアン

ケート等幅広く活用し始めている。

・国が進める法令等の「アナログ規制の点検・見直し」につ

いて、町例規の点検・見直しを行うため、専門業者に委託

し影響調査を実施した。その結果をもとに次年度以降例

規改正等を進める。

令和７年度

・オンライン手続が可能なものを増やすと共に周知を図る。

・書面規制、対面規制の見直し

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

見込まれる

効 果

デジタル時代に向け、オンライン化を推進することで、業務そのも

のの見直しや効率化が図られ、効率的で効果的な行政サービスが提供

できる。

計画終了年度

における総合

評価及び効果

又は成果

総合評価
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今後の方向性

又は改善事項
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実施項目の内容

行政改革推進項目（行政の情報化の推進）

事 業 名 ⑬ 電子自治体整備の推進 担当課 企画空港課

概 要

情報通信技術動向と住民ニーズを把握しながら、住民が便利さを実

感できるサービス提供と、情報システム連携により事務処理を効率化

させる電子自治体の整備を計画的に推進する

目 標

令和３年度から令和７年度までの取組目標

・ペーパーレス化による事務効率向上を図る

・オープンデータの利活用による官民情報連携環境の整備

年度ごとの

実施内容と

進 捗 状 況

これまでの内容（実績）

・「マイナポータル」サービスの安定運用（平成２９年度から）

・ｅＬＴＡＸ活用開始（平成３０年度から）

令和３年度実績

・ペーパーレス化に向けたタブレット端末を必要最小数導入

・本庁舎（会議室）無線ＬＡＮ環境整備事業、住民サービス向上に

資するための公衆無線ＬＡＮ整備事業の検討

・国のデジタル施策を注視

・オープンデータの公開状況把握、分類の仕分けを実施

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

〇

・担当課においてタブレット端末を導入し、ペーパーレス

化に向けた電子決裁の検討を行った。

・会議室への無線ＬＡＮ導入及び住民向け公衆無線ＬＡＮ

整備を検討した。

・各課から情報担当職員を推薦し、横芝光町における自治

体ＤＸ推進方針の検討、オープンデータの状況把握を行

った。

令和４年度実績

・タブレット端末の調査・検証結果を踏まえ、本庁舎（会議室）の無線

ＬＡＮ環境整備の予算化及び事業を実施した。

・住民サービスを幅広く展開するため公衆無線ＬＡＮ環境整備の予算

化及び事業を実施した。

・国のデジタル施策に対応し、自治体ＤＸを着実に推進するための専

門組織を設置する準備を行った。
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進捗状況 評価の理由と今後の方向性

○

・自治体業務のデジタル標準化への対応、ペーパーレス化

と職員業務の効率化を図るための無線ＬＡＮ整備等、電

子自治体整備を行った。

・日々進展する国（県）からのデジタル施策や自治体ＤＸに

対応できるよう組織運営を展開する。

令和５年度実績

・自治体ＤＸを着実に推進するためデジタル専門官を配置、専門組織

となるデジタル推進室を設置した。

・無線ＬＡＮ環境下でのペーパーレス化を推進。

・オープンデータ公開環境に向けた調査研究。

・デジタル推進組織を中心に行政事務効率化の検討と自治体ＤＸの推

進を図る。

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

○

・ペーパーレス化の推進に向けたデジタルツール導入検討

とペーパーレス会議の試行を実施した。

・デジタル施策や自治体ＤＸに対応できる組織運営を展開

するデジタル推進室と職員で構成したＤＸ推進チームを

設置した。

令和６年度実績見込み

・無線ＬＡＮ環境下でのペーパーレス化を推進。

・デジタル推進組織を中心に行政事務効率化と自治体ＤＸの事業展開

を推進した。

・オープンデータ公開環境に向けた調査研究。

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

○

・無線ＬＡＮ環境を活用したペーパーレス化を更に推進す

るためのアプリケーションツールを導入した。

・町ＤＸ推進計画に基づく関連事業の実現に向けＤＸ推進

チームと共同して行政事務の効率化についての検討を行

った。

・自治体ＤＸである令和７年度におけるシステム標準化の

本運用への各種対応を順次実施する。
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令和７年度

・無線ＬＡＮ環境下でのペーパーレス化を推進。

・デジタル推進組織を中心に行政事務効率化と自治体ＤＸの事業展開

を推進する。

・オープンデータ公開環境の安定運用を図る。

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

見込まれる

効 果

・ペーパーレス化による事務効率向上及び印刷製本、文書保管コスト

を削減

・オープンデータ（公共データ）を公開することにより、住民サービ

スの向上、官民連携事業など企業活動の活性化

計画終了年度

における総合

評価及び効果

又は成果

総合評価

今後の方向性

又は改善事項
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実施項目の内容

行政改革推進項目（行政の情報化の推進）

事 業 名 ⑭ 住民記録システム標準化 担当課 住民課

概 要

各自治体が個別に構築を進めてきた住民記録システムを、全国統一

の標準仕様に基づき運用することで、システムの発注、維持管理及び

制度改正対応に係る職員の負担や費用を抑えながら、情報システムの

標準化・共同化を推進し、行政手続きのデジタル化に向けた基盤を整

備する。また、令和３年度に印鑑登録システム及び戸籍事務について

も標準化対象事務に加えられたため住民記録システムと同様に整備す

る。

目 標

令和３年度から令和７年度までの取組目標

国が示す移行期限の令和７年度末までに住民記録・印鑑登録・戸籍

事務システム標準仕様書を用いて運用する。

年度ごとの

実施内容と

進 捗 状 況

これまでの内容（実績）

・令和２年９月「住民記録システム標準仕様書」公表

令和３年度実績

・移行に向けて標準仕様書公表に伴う意見回答

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

○

・住民記録システム標準仕様書【第 2.0 版】、印鑑登録シス
テム標準仕様書【第 1.0 版】が公表され、新たに戸籍事務
の標準化も示されたことに伴う意見聴取に住民情報系シ

ステム担当課がとりまとめ回答した。

令和４年度実績

・移行に向けて標準仕様書公表、関係各課及びシステム業者との調整

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

○

・住民記録システム標準仕様書【第 3.0 版】、印鑑登録シス
テム標準仕様書【第 2.0 版】が公表されたことに伴い、シ
ステム業者との調整を行った。

令和５年度実績

・住民記録・印鑑登録・戸籍事務システム標準仕様書を用いた業者に

よるシステム開発

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

〇 ・住民記録システム標準仕様書【第 4.0 版】、印鑑登録シス
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テム標準仕様書【第 3.0 版】が公表されたことに伴い、シ
ステム業者との調整を行った。

令和６年度実績見込み

・住民記録・印鑑登録・戸籍事務システム標準仕様書を用いた運用へ

の移行を開始し、行政手続のデジタル化に向けた基盤整備を推進

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

〇

・住民記録システム標準仕様書【第 5.1 版】、印鑑登録シス
テム標準仕様書【第 3.2 版】が公表されたことに伴い、シ
ステム業者との調整を行った。

令和７年度

・住民記録・印鑑登録・戸籍事務システム標準仕様書を用いた運用に

より行政手続のデジタル化に向けた基盤整備を推進

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

見込まれる

効 果

・情報システム経費の抑制、制度改正時対応の負担軽減。

・異なる様式・帳票の統一化により利用者の利便性の向上。

計画終了年度

における総合

評価及び効果

又は成果

総合評価

今後の方向性

又は改善事項
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実施項目の内容

行政改革推進項目（行政の情報化の推進）

事 業 名 ⑮ 農地情報等の公開 担当課 農業委員会事務局

概 要

農業委員会の運営の透明性を確保し、適正な事務実施に向けた取り

組みに努める。また、農地の集積・集約化を加速化し、農地利用最適

化を図るため、農地情報等の公開と農業ＤＸの取組を推進する。

目 標

令和３年度から令和７年度までの取組目標

①農地の権利移動等の許可申請について、申請書等のダウンロード

を可能とし、申請手順等を公開する。

②農地台帳に基づく農地情報（所有者の住所・氏名等の個人情報を

除く）を電子化・地図化して公開する。

③農業ＤＸの取組（現地調査等へのデジタル地図活用）を進める。

年度ごとの

実施内容と

進 捗 状 況

これまでの内容（実績）

・農業委員会総会議事録の公表（令和２年度から）

令和３年度実績

・申請書等のダウンロード、申請手順等を公開

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

〇

・国要領の改正、押印廃止対応を含め、申請様式等を見直

し、申請手順と合わせ、町ホームページで公開した。

・令和４年度に予定していた農地情報公開システムへの既

存農地台帳の移行を令和３年度に前倒し実施した。

・令和４年度は、電子化・地図化した農地情報データを整

備・公開するとともにデジタル地図活用の取組を進める。

令和４年度実績

・農地台帳に基づく農地情報を電子化・地図化して公開

・農業ＤＸの取組（現地調査等へのデジタル地図活用）

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

○

・農業委員会サポートシステム（旧農地情報公開システム）

により、農地情報及び地図の公開を行った。なお、篠本新

井土地改良事業区内の地図更新を行い、地図を最新のも

のとした。

・農業ＤＸや農地利用最適化を推進するため、国費により

タブレットを購入した。デジタル地図を利用し農地利用

意向調査に係る現地確認のほか、農業者等の営農意向調
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査等で利用することを国が想定しているが、通信環境や

タブレット自体の使い勝手（画面の反射）に対応した利

用方法を検討した。

令和５年度実績

・農地台帳に基づく農地情報を電子化・地図化して公開（更新）

・農業ＤＸの取組（現地調査等へのデジタル地図活用）（継続）

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

〇

・農業委員会サポートシステム（旧農地情報公開システム）

により、農地情報及び地図の公開を行った。

・農地利用意向調査時に、タブレットを活用し地番の確認・

遊休農地情報の入力を行った。

・効率的な農地情報の管理ができた。

令和６年度実績見込み

・農地台帳に基づく農地情報を電子化・地図化して公開（更新）

・農業ＤＸの取組（現地調査等へのデジタル地図活用）（継続）

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

○

・農業委員会サポートシステム（旧農地情報公開システム）

の農地情報の更新を行った。

・農地利用意向調査時に、タブレットを活用し地番の確認・

遊休農地情報の入力を行った。

・効率的な農地情報の管理ができた。

令和７年度

・農地台帳に基づく農地情報を電子化・地図化して公開（更新）

・農業ＤＸの取組（現地調査等へのデジタル地図活用）（継続）

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

見込まれる

効 果

・目標①：申請者の利便性の向上及び事務の効率化が図れる。

・目標②：経営規模の拡大や新規参入を希望する農業の担い手が、希

望の農地を効率的に探すことができる。

農地中間管理機構や行政は、農地集積・集約化に向けた調

整活動に活用できる。

・目標③：より効率的・効果的な農地情報の管理とデータ分析等への

活用が期待できる。
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計画終了年度

における総合

評価及び効果

又は成果

総合評価

今後の方向性

又は改善事項
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実施項目の内容

行政改革推進項目（行政評価の実施）

事 業 名 ⑯ 行政評価の実施 担当課 企画空港課

概 要

行政が行う施策や事務事業について、町民の視点に立って費用対効

果を精査しながら、その有効性や効率性を評価し、その評価結果を予

算編成や企画立案等に生かすことにより、効果的で効率的な行財政運

営を目指す。なお、評価方法については、全庁的な評価組織を活用す

ることとし、計画期間内に評価結果を公表する。

目 標

令和３年度から令和７年度までの取組目標

第２次総合計画の構成ごとに、基本計画＝施策評価及び実施計画＝

事務事業評価として区分し、それぞれの構成における評価を実施する

ことで、効果的な行政運営の推進及び町政の透明性を確保し、行政サ

ービスの向上を図ることを目的とする。

年度ごとの

実施内容と

進 捗 状 況

これまでの内容（実績）

・平成２２年度から個別事務事業評価を試行導入し自己評価を開始

・平成２６年度からは事業再構築レビューに改め、内部評価を実施

・平成２９年度からは事務事業評価に改め、内部評価を実施し、評価

結果の公表を検討した。

・令和元年度からは行政評価に改め、第２次総合計画の構成ごとに事

務事業評価を実施し、評価結果を町公式ＨＰにて公表した。

令和３年度実績

・第２次総合計画の構成ごとに行政評価（事務事業評価・施策評価）

を実施

・評価結果を公表

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

〇

・行政評価の結果を予算編成に反映できるよう、適切なス

ケジュールで事務事業評価を実施し、評価結果を町公式

ホームページにて公表した。

・行政評価結果を第２次総合計画後期基本計画の策定に反

映させることができた。

・今後も計画に基づき各事業の進捗管理を確実に行う。
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令和４年度実績

・第２次総合計画の構成ごとに行政評価（事務事業評価・施策評価）

を実施

・評価結果を公表

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

〇

・行政評価の結果を予算編成に反映できるよう、適切なス

ケジュールで事務事業評価を実施し、評価結果を町公式

ホームページにて公表した。

・令和３年度分をもって前期基本計画が最終年度を迎えた

ことから、前期基本計画に掲げる成果指標の達成度を公

表するため、施策評価結果も含めた評価結果を公表した。

・今後も計画に基づき各事業の進捗管理を確実に行う。

令和５年度実績

・第２次総合計画の構成ごとに行政評価（事務事業評価・施策評価）

を実施

・評価結果を公表

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

○

・行政評価の結果を予算編成に反映できるよう、適切なス

ケジュールで事務事業評価を実施し、評価結果を町公式

ホームページにて公表した。

・今後も計画に基づき各事業の進捗管理を確実に行う。

令和６年度実績

・第２次総合計画の構成ごとに行政評価（事務事業評価・施策評価）

を実施

・評価結果を公表

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

○

・行政評価の結果を予算編成に反映できるよう、適切なス

ケジュールで事務事業評価を実施し、評価結果を町公式

ホームページにて公表した。

・今後も計画に基づき各事業の進捗管理を確実に行う。

・令和７年度をもって第２次総合計画が最終年度となるこ

とから、第３次総合計画策定に向けた総合戦略との一体

化を踏まえ、各事業の内容精査、計画との整合性及び評

価検討を行っていく。
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令和７年度

・第２次総合計画の構成ごとに行政評価（事務事業評価・施策評価）

を実施

・評価結果を公表

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

見込まれる

効 果

・ＰＤＣＡサイクルによる行政サービスの質の向上

・効率的で効果的な行財政の運営

計画終了年度

における総合

評価及び効果

又は成果

総合評価

今後の方向性

又は改善事項
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実施項目の内容

行政改革推進項目（住民協働のまちづくり）

事 業 名 ⑰ 自主防災組織の推進 担当課 環境防災課

概 要

防災啓発により自助・共助の精神をはぐくみ、自主防災組織設立を

推進する。

住民主体の避難訓練や避難所運営訓練を支援し、住民協働の災害に

強いまちづくりを図る。

目 標

令和３年度から令和７年度までの取組目標

自主防災組織の設立を促進し、町全体の自主防災組織カバー率を上

げ、自助・共助・公助が連携した防災体制を確立する。

年度ごとの

実施内容と

進 捗 状 況

これまでの内容（実績）

・防災士資格取得補助金及び自主防災組織設置促進事業補助金の制定

・防災講演会の開催、総合防災訓練の実施

令和３年度実績

・防災出前講座、自主防災組織の設立と活動の活性化

・住民主体の避難訓練

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

△

・防災出前講座２回開催（自助・共助啓発）

・自主防災組織２組織設立

・住民主体の避難訓練未実施（防災啓発のみ実施）

・今後も継続的な啓発活動を行うとともに、コロナ禍でも

感染対策をとって避難訓練実施を進めて行く。

令和４年度実績

・防災出前講座、自主防災組織の設立と活動の活性化

・住民主体の避難訓練、住民参加による避難所開設訓練

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

△

・防災出前講座３回開催（自助・共助啓発）

・自主防災組織１組織設立

・住民主体の避難訓練未実施（防災啓発のみ実施）

・今後も継続的な啓発活動を行うとともに、コロナ禍でも

感染対策をとって避難訓練実施を進めて行く。
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令和５年度実績

・防災出前講座、自主防災組織の設立と連携強化

・住民主体の避難訓練、住民参加による避難所開設訓練

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

〇

・防災出前講座 ３回（寿大学、日赤横芝光支部、社協）

・住民参加型の避難を訓練（令和５年９月３日実施）

・自主防災組織の設立に向けた相談の実施

令和６年度実績見込み

・防災出前講座、自主防災組織の設立と連携強化

・住民主体の避難訓練、住民参加による避難所運営訓練

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

〇

・防災出前講座 ３回（寿大学、商工会女性部、南部２）

・自主防災組織の設立に向けた相談の実施

・各自主防災組織へ連絡を取り、組織の活動状況の確認を

行うことで、今後、自主防災組織と連携強化を図る。

令和７年度

・防災出前講座、自主防災組織の設立と連携強化

・住民主体の避難訓練、住民主体の避難所運営訓練

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

見込まれる

効 果

・自助・共助の取組が図られることにより、行政として災害時に効果

的な人員投入が可能となる。

・災害対応の迅速化が図れる。

計画終了年度

における総合

評価及び効果

又は成果

総合評価

今後の方向性

又は改善事項
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実施項目の内容

行政改革推進項目（地方公営企業の経営健全化）

事 業 名 ⑱ 東陽病院運営検討委員会の開催 担当課 東陽病院

概 要
東陽病院の安定した運営と適切な地域医療を推進するため東陽病院

運営検討委員会を開催する。

目 標

令和３年度から令和７年度までの取組目標

地域における公的医療機関として、国から示された「持続可能な地

域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」に

基づき、「地域医療構想」を踏まえた公立病院経営強化プランの策定が

必要であることから、安心・安全な医療提供のために、町民の意見を

取り入れた検討を行うことにより、持続可能な病院運営を目指し、経

営の改善・運営に取り組むものである。

年度ごとの

実施内容と

進 捗 状 況

これまでの内容（実績）

・千葉県が策定した「地域医療構想」との整合性を図りながら、「地域

医療を踏まえた役割の明確化」という新たな視点を加え、平成２９

年度から令和２年度までの第２次東陽病院改革プランを策定し、プ

ランの点検、検証を実施した。

令和３年度実績

・第３次東陽病院改革プランの策定

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

△

・国の定める新公立病院改革ガイドラインが示されていな

いため、策定に至っていない。今後は国の動向を注視し

策定に向けて準備を進める。

令和４年度実績

・東陽病院経営強化プランの策定

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

○

・国から「持続可能な地域医療提供体制を確保するための

公立病院経営強化ガイドライン」が示され、令和９年度

までを対象期間とする公立病院経営強化プランを策定す

る必要があることから、プロポーザル方式により委託事

業者を決定し、令和４、５年度で東陽病院経営強化プラ

ンを策定する。
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令和５年度実績

・東陽病院経営強化プランの策定

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

〇

・専門業者の支援を受けながら地域医療提供体制における

当院の役割を地域医療構想との整合性を図り明確にする

とともに、経営改善に向けた方策等を協議したうえで東

陽病院経営強化プランを策定する。（１２月と３月に運営

検討委員会を開催）

令和６年度実績見込み

・東陽病院経営強化プランの点検及び検証

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

〇

・令和５年度に作成した東陽病院経営強化プランに掲げる

数値目標や取組内容について、各部門における目標達成

のための課題や実行成果を確認し、病院の経営強化に繋

がっているか専門業者と点検及び検証を実施する。

令和７年度

・東陽病院経営強化プランの点検及び検証

進捗状況 評価の理由と今後の方向性

見込まれる

効 果

・町民代表の委員による利用者側の意見の反映

・病院の現状と課題の分析、将来の病院のあり方に関する検討

計画終了年度

における総合

評価及び効果

又は成果

総合評価

今後の方向性

又は改善事項
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